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第 １ 章 業務の目的 

 

西部スラッジセンター３～５系焼却施設は、稼動後約 20 年が経過し標準耐用年数を大き

く超過していることから、改築を行う予定となる。 

本業務では、西部スラッジセンター３～５系焼却施設改築事業（以下「本事業」という）

を対象とし、札幌市環境影響評価条例（以下「市条例」という）第６条の２及び第６条の

３に基づき札幌市が作成した環境影響評価計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）

について、説明会支援、見解書作成、環境影響評価審議会対応等の業務を行うものとする。 

 

第 ２ 章 業務の内容 

 

２－１ 対象事業の概要 

（１）改築対象施設 

 西部スラッジセンター３～５系焼却施設 

（２）所在 

   札幌市手稲区手稲山口 322 番地 

（３）汚泥処理方式 

   廃熱発電を伴う焼却（焼却炉形式は未定） 

（４）施設能力 

   330t/日（予定） 

（５）系列数 

   ２系列以上（予定） 

 

２－２ 業務打合せ 

業務の着手後速やかに第１回打合せを行い、業務実施計画書を提出し、本市業務担当

職員の承諾を得ること。業務実施計画書の詳細については、一般仕様書による。 

また、受託期間中に２回以上の中間打合せを行い、さらに、報告書取りまとめ時に最

終協議を１回行うこと。 

業務の実施にあたり、業務遂行上疑義が生じた場合は、担当職員と密接に連絡を取り

合い、業務を遂行すること。なお、協議・打合せ事項等は、議事録を作成し、提出する

こと。 

 

２－３ 業務概要 

札幌市環境影響評価条例等に基づき、以下の項目を実施すること。 

 

（１）配慮書の内容把握 

業務に先立ち、令和 4年度に札幌市が作成した配慮書の内容を把握する。 

 

（２）住民説明会対応 

配慮書の住民説明会における説明及び質疑応答への支援等を行う。また、議事録の作成
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及び配慮書に対する意見等の取りまとめを行う。 

 

（３）配慮書手続き対応 

  以下①及び②の業務を行う。なお、必要に応じて、入手可能な最新の文献及び専門家

等から知見を収集し、追加調査・検討を行うこと。 

  学術的な専門用語を使用する場合は、分かりやすい表現にするよう努めること。 

①事業者見解書の作成 

 公告・縦覧に対する意見を取りまとめ、提出された意見書に対する事業者（札幌市）

の見解書を作成する。 

  ②環境影響評価審議会対応 

環境影響評価審議会における説明及び質疑応答への支援等を行う。また、質問意見

の取りまとめ、回答の作成、補足説明資料の作成等の支援を行う（審議会３回程度）。 

 

 

第 ３ 章 成果品 

 

成果品として、一般仕様書に示すものを作成、提出すること。成果品のうち、報告書に

記載する内容については、「第４章 報告書」を参照すること。 

 

 

第 ４ 章 報告書 

 

受託者は、本業務に関わる調査収集資料を、図表等を用いて、具体的かつ明瞭に整理し、

これらをすべて報告書として提出しなければならない。なお、報告書の様式、内容につい

ては、適宜、本市業務担当職員と打合せを行い、承諾を得ること。また、報告書の提出に

あたっては、主任技術者が立ち会うこと。 

 

 

第 ５ 章 参考図書等 

 

業務は、以下に示す図書の他、関連する図書、必要に応じて論文等も参考にして行うも

のとする。また、参考とした図書等は打合せ資料や報告書に明記すること。 

〇 札幌市より貸与する図書等 

  ・令和４年度 西部スラッジセンター3-5 系焼却施設改築に関する環境影響評価（計

画段階環境配慮書）作成業務 報告書 

・西部スラッジセンター再構築基本検討業務 報告書 

・令和２年度 西部スラッジセンター再構築基本検討業務 報告書 

・令和３年度 西部スラッジセンター再構築手法に係る検討業務 報告書 

〇 札幌市の条例等 

  ・札幌市環境影響評価条例 
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・札幌市環境影響評価条例施行規則 

・札幌市環境影響評価技術指針 

・環境配慮指針（札幌市） 

〇 ガイドライン等 

・下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン－平成 29 年度版－（国土交通省水管理・

国土保全局下水道部） 

・火力発電所リプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドライン（環

境省） 

 

 

第 ６ 章 履行期間 

 

契約締結日から令和６年（2024 年）3月 19 日（火）までとする。 


